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令和７年１１月吉日 

お客様各位 

役員・従業員の皆様 

笘原拓人税理士事務所 

 

【マネーフォワード クラウド年末調整】令和７年度 年末調整手続きのご案内 

 

本年の年末調整は、PCやスマートフォンで「マネーフォワード クラウド年末調整」を利用した電子

申告でご提出いただきます。  

つきましては、下記をご確認の上、期間内に申告手続きを完了させていただきたくお願い申し上げま

す。 

１. 申告期間 【11月 28日（金）まで】 

※期限を過ぎますとご自身で確定申告が必要になる場合がございます。必ず期間内にご提出くださ

い。 

 

２. 手続きの流れ 

（１）案内メールの確認とログイン  

【マネーフォワード クラウド年末調整】○○より提出依頼が届きました。」という件名のメールが

届きます。（初めてログインする方は先に「パスワードを設定してください（マネーフォワード ク

ラウド）」というメールが届きますのでご対応ください。）メール本文に記載された URLをクリック

し、ログインしてください。 

（２）申告情報の入力  

ログイン後、ホーム画面に「提出する年末調整があります」と表示されますので、クリックして手

続きを開始します。画面の案内に沿って、質問に回答してください。 入力内容に応じて「扶養控除

等申告書」や「保険料控除申告書」などの書類が自動で作成されます。 

（３）各種控除証明書等のアップロード  

生命保険料控除、地震保険料控除などを受ける方は、控除証明書をスマートフォン等で撮影し、画

像データをアップロードしてください。アップロードした控除証明書の原本は、１１月２８日まで

に社長もしくは経理担当者の方へお渡しください。 

（４）内容の確認と提出  

すべての入力が完了すると、申告内容の確認画面が表示されます。全て回答済みであることを確認

し、提出してください。一度提出すると、ご自身での編集はできなくなりますのでご注意ください。 

 

３. ご準備いただくもの 

以下の書類がお手元に届きましたら、スマートフォン等で撮影し、画像データをご準備ください。 

各種保険料の控除証明書  

o 生命保険料控除証明書 

o 地震保険料控除証明書 

o 国民年金控除証明書 
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o 小規模企業共済掛金払込証明書 など 

住宅ローン控除を受ける方（2年目以降）  

o 税務署発行の「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」 

o 金融機関発行の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 

令和 7年中にご入社された方  

o 前職の源泉徴収票  

 

４．入力にあたっての主な注意点 

（１）扶養控除等申告書（令和７年分）の入力  

   源泉控除対象配偶者とは 

 申告者の合計所得金額が９００万円（給与収入が１，０９５万円）以下かつ、配偶者の合計所得が

９５万円（給与収入が１６０万円）以下の方を指します。 

   扶養親族の所得見積金額について 

 扶養親族の「本年中の所得見積額」の欄は、給与収入から６５万円を差し引いた金額を入力してく

ださい。なお、パート・アルバイトのみの収入で年収が１２３万円以下の方は０円と入力していた

だいて差し支えありません。 

同居特別障害者について 

同居が要件ですので、老人ホームなど施設に入っている方は対象外となります。 

（２）基礎控除/配偶者控除/調整控除申告書 

配偶者控除・配偶者特別控除について 

控除を受ける方は、必ず配偶者の方の氏名と令和 7年中の所得の見積額を入力してください。 

（３）保険料控除申告書 

各種保険料控除等の申告書への入力  

生命保険料控除、地震保険料控除などの適用を受けるには、必ず支払金額を入力し、証明書をアッ

プロードしてください 。入力やアップロードがない場合、控除が受けられません。 

  

以上 
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